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お問い合わせは、
（☎63・2051）まで。

総
務
政
策
課

お
知
ら
せ

空
き
家
解
体
の

　

廃
棄
物
処
理
費

�

補
助
事
業

　

長
く
空
き
家
と
な
っ
て
い
る
建
物

を
対
象
に
、解
体
・
撤
去
に
か
か
る

廃
棄
物
処
理
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

　

今
年
度
が
最
終
年
度
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、申
請
さ
れ
る
方
は
お
早

め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

補
助
対
象

　

町
内
の
個
人
所
有
住
宅
で
空
き
家

の
解
体
お
よ
び
撤
去
に
要
す
る
廃
棄

物
処
理
費
用

【
補
助
要
件
】

①�

個
人
の
所
有
物
件
で
あ
り
、借
地

の
場
合
は
土
地
所
有
者
の
同
意
を

得
て
い
る
建
物
で
あ
る
こ
と

②�

解
体
撤
去
事
業
者
は
、町
内
業
者

で
あ
る
こ
と

③�

公
的
補
償
費
の
対
象
家
屋
等
は
対

象
外
と
し
、か
つ
、関
連
又
は
重
複

す
る
補
助
が
な
い
こ
と

④�
ア
パ
ー
ト
等
事
業
の
用
に
供
し
て

い
た
家
屋
等
で
な
い
こ
と

⑤�

隠
居
・
納
屋
・
倉
庫
の
み
の
解
体

で
は
な
い
こ
と

⑥�

補
助
金
申
請
時
お
お
む
ね
１
年
以

上
居
住
し
て
い
な
い
こ
と

⑦�

申
請
時
に
築
40
年
以
上
経
過
し
て

い
る
こ
と

申
請
者

　
個
人
の
家
屋
等
の
所
有
者
で
、町

税
お
よ
び
使
用
料
等
を
滞
納
し
て
い

な
い
方

補
助
金
額

　
解
体
・
撤
去
に
か
か
る
廃
棄
物
処

理
費
用
全
額（
上
限
50
万
円
ま
で
）

※
お
一
人
に
つ
き
１
回
限
り

提
出
書
類

　

申
請
に
際
し
て
は
、

事
前
に
直
接
、総
務
政
策
課
企
画
政

策
班（
役
場
別
館
２
階
）ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

■
申
請
時

補
助
金
交
付
申
請
書
、見
積
書
等
、

固
定
資
産
税
土
地
・
家
屋
課
税
台

帳
兼
名
寄
帳（
税
務
課
で
入
手
で

き
ま
す
）、位
置
図
お
よ
び
現
況
写

真
、そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め

る
も
の

■
完
了
時

実
績
報
告
書
、産
業
廃
棄
物
業
者

の
請
求
書
・
領
収
書
、産
業
廃
棄

物
管
理
票（
Ａ
票
）の
コ
ピ
ー
、写

真
、そ
の
他
町
長
が
必
要
と
認
め

る
も
の

事
業
年
度

　

平
成
28
年
度

�
～
平
成
30
年
度
の
３
か
年

　

詳
し
く
は
、総
務
政
策
課（
☎
６
３･

２
０
５
１
）ま
で
。

５
月
16
日（
水
）

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
試
験
放
送

　

５
月
16
日（
水
）に
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト

に
よ
る
緊
急
情
報
伝
達
の
試
験
放
送

を
行
い
ま
す
。

　

町
内
一
円
に
設
置
し
て
い
る
防
災

行
政
無
線
施
設
か
ら
、次
の
内
容
が

放
送
さ
れ
ま
す
。

【
内
容
】

　
（
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　

テ
ス
ト
で
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
回
）

「
こ
ち
ら
は
防
災
日
高
町
で
す
」

　
（
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

【
日
時
】５
月
16
日（
水
）

　
　
　
　
　
　
　

午
前
11
時
00
分
頃

　

詳
し
く
は
、総
務
政
策
課（
☎

６
３
・
２
０
５
１
）ま
で
。
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    平成30年工業統計調査を実施します
○�平成30年工業統計調査は、従業者4人以上の全ての製造事業所を対象に、平成30年6月1
日時点で実施します。
○�工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づ
く報告義務がある重要な基幹統計調査です。
○�調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料とし
て利活用されます。
○�調査票に御記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用すること
は絶対にありません。
○�調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御回答をよろしくお願いいたします。

課
　
長
　
級

住
民
福
祉
課
長
兼
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
長

（
〃
副
課
長
）

山
澤
　
研
一

産
業
建
設
課
長（
〃
副
課
長
）

坂
本
　
佳
文

会
計
管
理
者
・
出
納
室
長（
〃
副
室
長
）

﨑
山
　
孝
也

主
　
幹
　
級

税
務
課
主
幹（
〃
課
長
補
佐
）

岸
井
　
広
木

上
下
水
道
課
主
幹（
〃
課
長
補
佐
）貴

志
　
芳
博

課
長
補
佐
級

比
井
保
育
所
長（
内
原
保
育
所
主
任
保
育
士
）

川
端
　
雅
子

総
務
政
策
課
課
長
補
佐（
〃
係
長
）田

嶋
　
宏
敏

税
務
課
課
長
補
佐（
〃
係
長
）

西
森
　
久
貴

健
康
推
進
課
課
長
補
佐（
〃
係
長
）楠

　
　
里
佳

産
業
建
設
課
課
長
補
佐（
〃
係
長
）山

本
　
剛
士

産
業
建
設
課
課
長
補
佐（
〃
係
長
）鈴

木
　
章
吾

係
　
長
　
級

内
原
保
育
所
主
任
保
育
士（
比
井
〃
）

山
下
美
恵
子

内
原
保
育
所
保
育
士（
志
賀
〃
）梅

田
　
士
郎

志
賀
保
育
所
保
育
士（
内
原
〃
）三

原
千
津
代

志
賀
保
育
所
保
育
士（
内
原
〃
）南

　
　
芙
美

主
　
査
　
級

総
務
政
策
課
主
査（
〃
主
事
）

千
原
　
幹
生

総
務
政
策
課
主
査（
〃
主
事
）

白
井
　
竜
児

住
民
福
祉
課
主
査（
〃
主
事
）

小
林
　
由
生

主
　
事
　
級

住
民
福
祉
課
主
事（
新
規
採
用
）中

村
　
将
規

出
納
室
主
事（
新
規
採
用
）

谷
　
　
光
司

教
育
委
員
会
出
向（
新
規
採
用
）黒

田
　
悠
真

住
民
福
祉
課
主
事（
再
任
用
）

玉
置
　
久
士

教
育
委
員
会
出
向（
再
任
用
）

大
畑
　
　
博

教
育
委
員
会
出
向（
再
任
用
）

羽
山
　
嘉
一

退
　
職
　
者

（
住
民
福
祉
課
長
兼
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
長
）

玉
置
　
久
士

（
産
業
建
設
課
長
）

羽
山
　
嘉
一

（
会
計
管
理
者
・
出
納
室
長
）

大
畑
　
　
博

（
教
育
委
員
会
教
育
課
副
課
長
）上

田
多
満
留

（
比
井
保
育
所
長
）

西
本
　
康
子

（
教
育
委
員
会
教
育
課
課
長
補
佐
）井

玉
　
博
子

（
健
康
推
進
課
係
長
）

楠
山
　
一
恵

再
任
用
任
期
満
了

（
税
務
課
主
事
）

堀
田
　
隆
也

（
教
育
委
員
会
教
育
課
主
事
）

村
嵜
　
泰
造

４
月
１
日
付
け
で
職
員
の
人
事
異
動
を

行
い
ま
し
た
。異
動
し
た
職
員
は
、次
の

と
お
り
で
す
。（　

）内
は
、旧
所
属
で
す
。

職
員

人
事
異
動

経済産業省・和歌山県・日高町
工業統計キャラクター・コウちゃん


